
別 紙 

1 

第２期大分市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

まちなか出店サポートセ

ンター運営事業（まちなか

出店サポート事業、テナン

トミックス・イベントミッ

クス） 

（略） 

（略） （略） （略）  

まちなか出店支援事業 

〇空き店舗への出店等に

対する補助 

●平成25年度～平成29年

度 

個人事業者

及び商店街

団体 

中心市街地で事業意欲のある商

業者や起業者に対して、商店街

や中心市街地協議会等と連携を

図りながら空き店舗への出店や

起業に関わる経費の一部を補助

し、まちなかの魅力向上を図る。 

 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

まちなか出店支援事業に

統合 

 

    

まちなか出店支援事業に

統合 

    

商店街基盤整備事業 

 

○商店街の施設等の整備

に対する補助 

 

●平成 25 年度 

～平成 29 年度 

商店街団体 商店街団体が、計画的に来街者

の利便性向上を図る施設等の整

備を行う場合に対してその費用

の一部を補助し、商店街の魅力

向上を図る。 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

  （略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

まちなか出店サポートセ

ンター運営事業（まちなか

出店サポート事業、テナン

トミックス・イベントミッ

クス） 

（略） 

（略） （略） （略）  

空き店舗対策事業 

〇空き店舗への出店に対

する補助 

 

●平成25年度～平成29年

度 

個人事業者

及び商店街

団体 

中心市街地で事業意欲のある商

業者に対して、中心市街地協議

会等との連携を図りながら空き

店舗への出店に関わる経費の一

部を補助し、まちなかの魅力向

上を図る。 

 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

起業家支援事業 

〇事業意欲を有する起業

家への支援 

 

●平成25年度～平成29年

度 

個人事業者

及び商店街

団体 

中心市街地活性化で事業意欲を

有する起業家に対して、中心市

街地活性化協議会等と連携を図

りながら、起業に係わる経費の

一部を補助し、まちなかの魅力

向上を図る。 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

商店街魅力アップ出店事

業  

〇誘致することで効果が

あると認められる業種の

出店補助 

●平成 25 年度 

～平成 29 年度 

個人事業者

及び商店街

団体 

商店街団体が、活性化に効果が

あると認められる業種や店舗を

誘致する場合に対して、その費

用の一部を補助し、まちなかの

魅力向上を図る。 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

商店街リニューアル事業 

 

○商店街のリニューアル

に対する補助 

 

●平成 25 年度 

～平成 29 年度 

商店街団体 商店街団体が、計画的に商店街

の改装を行う場合に対してその

費用の一部を補助し、商店街・

個店の魅力向上を図る。 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 
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イベント開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

商店街基盤整備事業に統

合 

 

 

    

トイレ整備事業 

○店舗等の改修によるト

イレの設置に対する補助 

 

●平成 25 年度 

～平成 29 年度 

個人事業者

及び商店街

団体 

 

 

 

   

来街者のトイレ又は多目的トイ

レの整備を行う場合に対して、

その費用の一部を補助すること

で、官民で来街者のまちなかへ

の施設要望に答えるとともに、

ひと中心のまちを創造し、まち

なか滞在時間の延長を図る。 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

大分七夕まつり 

（略） 

 

 

（略） （略） （略）  

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

（略） 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

（略） 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

（略） 

 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

（略） 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

（略） 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

（略） 

 

イベント開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

休憩所設置事業 

〇来街者に提供する為の

休憩所の設置に対する補

助 

 

●平成 25 年度 

～平成 29 年度 

個人事業者

及び商店街

団体 

店舗改装により、来街者の休憩

所の設置を行う場合に対して、

その費用の一部を補助すること

で、官民で来街者のまちなかへ

の施設要望に応えるとともに、

まちなか滞在時間の延長を図

る。 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

トイレ設置事業 

○店舗等の改修によるト

イレの設置に対する補助 

 

●平成 25 年度 

～平成 29 年度 

個人事業者

及び商店街

団体 

 

 

 

 

 

店舗改装により、来街者のトイ

レ又は身体障がい者用トイレ 

の設置を行う場合に対して、そ

の費用の一部を補助すること 

で、官民で来街者のまちなかへ

の施設要望に答えるとともに、

ひと中心のまちを創造し、まち

なか滞在時間の延長を図る。 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

平成 25 年度～

平成 29 年度 

 

大 分 市

中 心 市

街 地 商

都 復 活

支 援 事

業 補 助

金 

大分七夕まつり 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  （略） 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

  （略） 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

（略） 

 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

（略） 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

（略） 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

（略） 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

（略） 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

県立美術館ペデストリア

ンデッキ建設事業 

（略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

アートを活かしたまちづ

くり 

 

○トイレの芸術作品化や

芸術祭の開催になどによ

り、新しい魅力の発信やに

ぎわいの創出を図る。 

 

●平成 25 年度 

～平成27年度 

大分市 

 

中心市街地において、アートを

活かしたトイレ空間の装飾やト

イレを題材にした芸術祭の開

催、芸術作品の設置など、新た

な魅力の創出により中心市街地

の活性化を推進する。 

 

 

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

（略） 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

県立美術館ペデストリア

ンデッキ建設事業 

（略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

新規追加 
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